
マイナンバー提供のお願い
 平成２８年１月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に

基づき、マイナンバー制度が開始されております。 

 平塚信用金庫では税分野の行政手続き（法定調書や非課税貯蓄申告書等への記載等）のため、一部の

お客さまにマイナンバーの提供をお願いしております。 

なお、具体的な利用目的については下記をご覧ください。 

令和６年１１月１４日

特定個人情報等の利用目的の変更（追加）について（令和７年１月１日から） 

　平塚信用金庫は、個人情報保護宣言 (プライバシーポリシー) を改定し、個人番号の利用目的を以下

のとおり変更 (追加) しますので、お知らせいたします。

　また、「個人番号の利用目的」から「特定個人情報等の利用目的」へ項目名が変更となります。

なお、変更日は令和７年１月１日からといたします。

個人番号の利用目的（変更後） 

 当金庫は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客

さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、以下の業務以外の目的で利用致しません。 

① 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務のため

② 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため

③ 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため

④ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため

⑤ 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため

⑥ 預金口座付番に関する事務のため

⑦ 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供事務のため

⑧ 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため

⑨ 災害時及び相続時における預金口座の情報提供に関する事務のため

⑩ 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務のため

 なお、例外として以下の場合には、上記利用目的を超えて個人番号を利用させていただくことがあり

ます。 

・激甚災害時等に金銭の支払いを行う場合

・人の生命、身体または財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合




